
② 令和８年度 ポケトーク for スクール貸出 実施要領 

山梨県教育委員会 

 

1. 目的 

本要領は、日本語による授業理解が困難で来日間もない児童生徒に対し、翻訳機器「ポケトーク 

for スクール」を活用することで、授業への適応を支援し、円滑な学校生活の定着を図ることを目

的とする。 

 

2. 対象 

日本語指導が必要な児童生徒が在籍する県内の公立小・中学校及び義務教育学校、県立（市立）

高等学校及び特別支援学校を対象とする。 

貸出数に限りがあるため、サバイバル日本語レベル*1 の児童生徒に優先して貸し出す。 

*1 来日直後で、日本の学校生活や日常生活に関する知識や語彙が十分で

なく、日本語で基本的なやり取りを行う力の習得が必要な段階を指す。 

 

3. 貸出機器等 

① ライセンスカード（ 「ポケトーク for スクール」シリアルコード）  ・・１アカウント 

② 専用無線マイク（教師用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１台 

  ※各学校１回の申請につき、１アカウントを原則とする。 

 

4. 「ポケトーク for スクール」について 

  「ポケトーク for スクール」は、専用アプリのインストールを必要とせず、ブラウザ上で利用可

能な AI 同時通訳サービス。指定された URL または二次元コードにアクセスすることで、専用ワイ

ヤレスマイクの音声を、児童生徒の一人一台端末でリアルタイムの通訳結果を表示。 

 

対応端末：Windows PC、Mac、iPad、Android タブレット、Chromebook 

対応ブラウザ：Windows：Microsoft Edge、Google Chrome, iOS/iPadOS：Safari 

アクセス方法：教師が共有する URL または二次元に児童生徒の一人一台端末アクセス 

通訳結果がテキストと音声で表示される 

機能：最大 76*2 言語に対応（R8.4.1 現在） 

文字サイズ変更、言語選択、音声再生などが可能 

通訳履歴の保存（教師側が設定している場合） 

*2 対応言語については、ポケトーク公式ウェブサイト「Sentio 対応言語一覧」

（https://pocketalk.jp/sentio/language_list）を参照すること。 

 

5. 貸出期間 

原則、最大 1 か月間（３１日間） ※必要に応じて延長を認める場合がある。 

 

6. 機器等の保管場所 

県教育委員会義務教育課及び各教育事務所に保管 

  義務教育課（甲府市）：６台     中北教育事務所：６台     峡東教育事務所：３台 

  峡南教育事務所：１台     富士・東部教育事務所：４台 

https://pocketalk.jp/sentio/language_list


 

7. 貸出申請手続き 

貸出希望期間初日の２週間前までに、以下の方法で貸出申請書を提出する。 

（１）公立小・中学校及び義務教育学校 

①学校は、義務教育課代表へ貸出申請書 （様式１）をＢＬＥＮＤ ＨＵＢの連絡機能で提出

する。件名は 「○○○学校】ポケトーク貸出申請」とし、必ず所管の市町村（組合）教育委

員会及び教育事務所を宛先に追加すること。 

②義務教育課は貸出の可否を学校、市町村（組合）教育委員会及び教育事務所へ連絡する。 

③義務教育課から貸出許可が降り次第、学校は、貸出開始日前日までに、各保管場所（所管

の教育事務所、甲府市は義務教育課）にて機器等を受領する。 

④学校は、義務教育課から送られる終了用シリアルコードを、使用最終日に必ず入力し （シ

リアルコードの差し替え）、貸出期間最終日の 17:00 までに、各保管場所に機器等を返却

する。 

 

（２）県立（市立）高等学校及び特別支援学校 

①学校は、義務教育課担当へ貸出申請書（様式１）を電子メールにて提出する。 

件名は「○○○学校】ポケトーク貸出申請」とする。 

②義務教育課から貸出許可が降り次第、学校は、貸出開始日前日までに、義務教育課にて機

器等を受領する。 

③学校は、義務教育課から送られる終了用シリアルコードを、使用最終日に必ず入力し （シ

リアルコードの差し替え）、貸出期間最終日の 17:00 までに、義務教育課に機器等を返却

する。 

 

8. 留意事項 

・機器等に不具合が生じた場合は、学校から直接、業者のサポートセンターへ連絡する。併せて、

所管の教育事務所及び義務教育課に報告する。 

・貸出期間中に機器等の破損・紛失が発生した場合、当該校が責任を負う。 

・返却後は、端末上の情報（シリアルコード等）を削除する。貸出期間外に、アカウントを使用す

ることは認めない。貸出期間外に、無断でアカウントを使用していることが発覚した場合、当該

校への貸出は禁止とする。 

 

9. 申請及び問合せ先 

○機器の貸出に関すること】 

 山梨県教育庁義務教育課 教育指導担当 三枝 朋佳 

電話：055-223-1764   メール：saigusa-jvxy@pref.yamanashi.lg.jp 

 

○機器の使用に関すること】 

 ソースネクスト株式会社 サポートセンター（下記 URL よりお問い合わせください） 

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form257.html 

https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form257.html

